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１ 目的 

亀岡市では、介護予防・重度化防止の取組において、特に高齢者がフレイル状態に陥

ることを防ぐことに重点をおいた新たな介護予防拠点を創出するためにフレイル予防

特化型介護予防事業を実施します。当事業を実施するため、プロポーザル方式により業

務委託に適切な事業者を選定します。 

  

２ 業務の概要 

（１） 業務名    令和６年度亀岡市フレイル予防特化型介護予防事業実施業務委託 

（２） 業務内容   別紙仕様書のとおり 

（３） 履行期間   契約締結日から令和７年３月３１日まで 

（４） 見積限度額  １か所あたり６００，０００円 

（消費税及び地方消費税の額を含む） 

 

３ 実施形式   

公募型 

 

４ 日程（予定）     

令和６年４月１９日（金） 公募開始 

令和６年４月２６日（金） 質問締切 

令和６年５月 １日（水） 質問に対する回答 

令和６年５月 ９日（木） 参加申込期限 

令和６年５月１７日（金） 企画提案書の提出締切 

令和６年５月２２日（水） プレゼンテーション審査 

 

５ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。 

（1）公告から契約締結日までの間、国や地方公共団体等の指名停止を受けていないこと。

（2）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当し     

ない者であること。 

（3）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをしている

者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けている

者を除く。）でないこと。 

（4）破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく破産手続き開始の申立てをしていないこと。 

（5）次のアからオまでのいずれにも該当しないこと。 

ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者

を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は契約を締結する事務所の

代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）
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が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77

号。以下「暴力団対策法」という。)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下

この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団

員をいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められると

き。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認

められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

していると認められるとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

（6）業務一括再委託しないこと。 

(7) 国や市が推進する介護予防・重度化防止の施策を理解し、介護予防等の取組の実

績があり、精通していること。 

 

６ 質問の受付及び回答 

（１）受付方法  別添の質問票に質問内容を記載し、電子メールで提出 

※受信確認のため、送信後、市役所の業務時間内（午前９時から午後５時１５分まで。

土日祝日除く）に事務局に電話連絡してください。 

（２）受付期限  令和６年４月２６日（金）午後５時まで 

（３）送付先   kenkou-zousin@city.kameoka.lg.jp（健康増進課メールアドレス） 

（４）回答方法  令和６年５月１日（水）に市ホームページに掲載 

 

７ 参加申込 

（１） 提出書類  ①プロポーザル参加申込書（様式 1） 

      ②団体等概要（様式２） 

※活動実績のわかる資料（任意様式）を添付すること 

      ③業務実績書（様式３） 

      ④亀岡市における入札参加資格認定通知書（受領書）の写し 

       ※お持ちでない場合は、下記のカッコ内の書類を提出願います。 

      ⑤誓約書（様式４） 

（２） 提出部数  各１部 

（３） 提出方法  持参または郵送 

（４）提出期限  令和６年５月９日（木）午後５時まで 

※郵送の場合は、５月９日（木）必着 

（５）提出場所  １３ 担当課等（問い合わせ先）に同じ 
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８ 企画提案書の提出方法 

参加申込みした場合は、次にとおり企画提案書を提出してください。 

（１） 提出書類 

①提案書表紙（様式６） 

②提案書（任意様式） 

〇Ａ４判（縦）に横書きとします。 

〇提案内容 

  ・団体等概要…団体等の規模や活動内容等 

・活動実績…本事業と同様の内容の実績、経験等 

・本事業に対しての団体等の取組、基本方針、本事業の提案概要及び特長 

・実施体制…本事業の従事者数及び従事者の雇用形態、職種等 

・提案内容…別紙仕様書「４ 業務の内容」参照 

・実施スケジュール 

・その他…上記項目以外の特記すべき事項（ある場合のみ） 

③経費の見積書（任意様式） 

○見積金額は税込とし、見積限度額以下の金額にしてください。また、提出

の際には封入し割印をしてください。 

④予定担当者調書（様式７） 

（２） 提出部数  正本１部 副本６部 

（３） 作成上の注意 

① 企画提案書表紙（様式６）について、正本には、会社名称、所在地、代表者名 

及び代表者印を記載押印すること。なお、副本には会社名称、所在地、代表者名

など企業名が特定できる情報は記載しないこと。 

④亀岡市における入札参加資格認定通知書（受領書）の写しをお持ちでない場合は、次

の書類を提出してください。 

（提出部数各１部） 

（1）法人にあっては、商業登記簿謄本（現在事項証明書、履歴事項全部証明書でも可） 

（2）個人にあっては、住民票等住所がわかる証明書 

（3）法人にあっては、本社分の直近年度の消費税及び地方消費税納税証明書（その３又は

その３の３）、市町村税の納税証明書（滞納がないことが確認できるもの） 

（4）個人にあっては、直近年度の消費税及び地方消費税納税証明書（その３又はその３の

２）、市町村税の納税証明書（滞納がないことが確認できるもの） 

（5）役員一覧表（様式５） 

（6）支店・営業所の場合、本社の委任状 
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② 企画提案書各ページには、提案者が特定できる情報は記載しないこと。 

③ 文字の大きさは、原則として１１ポイント以上とする。 

④ 文字を補完するための図、表、写真、イラスト、イメージ図の使用は任意とす 

る。 

⑤ 企画提案書の印刷色は、カラー、白黒を問わない。 

⑥ 企画提案書の下段中央にページ番号を付すこと。 

⑦ 用紙は、Ａ４片面印刷を基本とし、Ａ４を超えるものは折り込みでＡ４とするこ 

と。 

⑧ 使用言語は日本語とし、企画提案書の一部に日本語以外の言語を使用する場合 

は、同一ページ内に注釈を付けること。 

（４） 提出方法  持参または郵送 

（５） 提出締切  令和６年５月１７日（金）午後５時まで  

※郵送の場合は、５月１７日（金）必着 

（６）提出場所    １３ 担当課等（問い合わせ先）に同じ 

 

９ 審査 

参加要件を満たすと認めた事業者に対し、亀岡市介護予防拠点活動支援事業（フレイル 

特化型）モデル事業実施業務委託事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）にお

いて、別表「審査項目」に基づいた書類審査およびプレゼンテーション審査を実施しま

す。 

 

（１）日時    令和６年５月２２日（水）予定 ※電子メールにて別途通知します 

（２）場所    亀岡市役所 会議室 

（３）出席者   出席者は２名以内とする。 

（４）所要時間  ２０分以内（準備３分、説明１０分、質疑応答５分、片づけ２分） 

（５）内容  説明は企画提案書に記載した内容とし、新たな資料の配布は認めない。 

（６）審査項目（※配点は別表参照） 

   ① 全体の評価   （１）提案内容の的確性 

（２）提案内容の実現性 

（３）事業への意欲 

   ② 提案項目の評価 

    ・プログラム実施業務   （１）的確性（２）実現性（３）独創性 

    ・効果測定業務      （１）的確性（２）実現性（３）独創性 

③業務実施体制の評価     （１）人員（２）行程 

④その他（客観的項目評価） （１）業務実績、価格点等 
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１０ 結果通知等 

（１）優先契約交渉事業者の決定 

選定委員会の審査において、最高評価点を得た者を候補者として決定します。最高評 

価点を得たものが複数の場合は、①全体の評価（２）提案内容の実現性の項目で一番 

評価の高い者を候補者とします。なお、最高評価点を得たものが評価配点合計の５割 

に満たない場合にあっては、候補者の選定を行わず、再公募するものとします。 

原則、実施会場数は５か所としますが、優先契約交渉事業者の実施会場数が５か所未 

満の場合、優先契約交渉事業者及び担当課（健康増進課）において、実施会場数が５ 

か所（市街地２か所、中山間部・山間部３か所）となるよう協議します。協議の上、 

実施会場数が５か所未満となった場合、次点評価点（評価配点５割を満たしているこ 

とが必要）の事業者及び担当課（健康増進課）において、実施会場数が５か所（市街 

地２か所、中山間部・山間部３か所）となるよう協議します。 

（２）結果通知 

審査結果は、候補者が決定した後、速やかに本審査参加者全員に書面で通知します。 

なお、審査結果通知日から契約を締結するまでに国や地方公共団体等において指名停 

止に該当する行為を行ったときは、当該審査結果を取り消すことがあります。 

 

１１ 契約締結 

審査の結果、候補者として決定した者と本業務の契約交渉を行います。なお、下記のい 

ずれかに該当し、その者と契約が締結できない場合、次点者と契約交渉を行います。 

（1）「５ 参加資格」に定める要件を満たすことができなくなったとき。 

（2）契約交渉が成立しないとき、又は候補者が本契約の締結を辞退したとき。 

（3）提出書類、企画提案書等に虚偽の記載が判明したとき。  

（4）その他の理由により契約の締結が不可能となったとき。 

 

１２ その他 

（1）本プロポーザルに要する経費は、すべて参加者の負担とする。 

（2）参加申込み（参加承諾）後に本プロポーザルを辞退する時は、辞退届（様式８）を 

提出すること。 

（3）企画提案書等に記載した担当者等は、原則として変更できないものとする。ただ

し、やむを得ない理由による変更を行う場合は、変更前の本市の了承を得なければなら

ない。 

（4）業務の一部再委託は、企画提案書に記載がある場合を除き、原則として認めない。   

（5）提出書類等の追加、修正及び再提出は認めない。 

（6）提出書類等は返却しない。 
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（7）審査により選定された候補者は、業務委託にかかる「プロポーザル審査結果通知

書」受理日から契約予定業者となり、再度、細部にわたり協議、調整を行い、契約を締

結することとする。 

（8）契約書に係る仕様書は、本市が示した仕様書及び選定された提案に基づき、契約予

定者と市と協議の上、決定することとする。 

（9）発注者は、提案書類等を提出者に無断で本プロポーザル以外に使用しない。 

（10）発注者は、提出書類等を審査に必要な範囲において、複製できるものとする。 

（11）本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、亀岡市情報公開条例（平成 18

年条例第 9号）に基づき提出書類を公開することがある。 

（12）次の場合、提出書類等は無効とする。 

①提出期限を過ぎて提出された場合 

②提出書類等に虚偽の記載があった場合 

③提出書類等の作成にあたって不正行為が判明した場合 

④提出書類等の内容が示された条件に適合していない場合 

（13）審査内容や審査経過については、公表しない。 

（14）審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

（15）本プロポーザルを途中で辞退した者は、これを理由として以後の選定等について不

利益な取り扱いを受けることはない。 

（16）不測の事態があった場合、本案件の執行をやむを得ず中止することがある。 

（17）参加者が１者の場合は、プロポーザルの手続きは継続し、審査の結果、評価配点合

計の５割に満たない場合にあっては、候補者の選定を行わず、再公募する。 

 

１３ 担当課等（問い合わせ先） 

 亀岡市健康福祉部健康増進課（１階１６番窓口） 担当 井尻・中澤 

   所在地：〒６２１－８５０１  

京都府亀岡市安町野々神８番地 

電話：０７７１－２５－５００４（直通） 

FAX ：０７７１－２４－３０７０ 

E-mail：kenkou-zousin@city.kameoka.lg.jp 
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